
横浜市会委員会傍聴規程の一部改正（新旧対照表） 

（下線は改正部分） 

現 行 改正後 

 （傍聴証の交付の手続等） 

第４条 （略） 

２～５ （略） 

６ 同じ日に２つ以上の委員会の傍聴をしよう

とする者は、委員会ごとに傍聴証の交付を受

けなければならない。ただし、先に傍聴した

委員会の傍聴証を返還した後でなければ、新

たな傍聴証の交付は受けられないものとす

る。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

７ （略） 

 

（傍聴証の返還） 

第６条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終

え、退場しようとするときは、傍聴証を返

還しなければならない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 （傍聴証の交付の手続等） 

第４条 （略） 

２～５ （略） 

６ 同じ日に２つ以上の委員会の傍聴をしよう

とする者は、委員会ごとに傍聴証の交付を受

けなければならない。ただし、一般席で傍聴

しようとする者（会派からの紹介により傍聴

する者を含む。）の数が委員会を開催する室

の一般席の定員に達した委員会（以下「定員

に達した委員会」という。）の傍聴証の交付

を受けた者は、当該定員に達した委員会の傍

聴証を返還した後でなければ、当該定員に達

した委員会以外の委員会の傍聴証の交付は受

けられないものとする。 

７ 第４項ただし書の規定により抽選を行う場

合において、抽選に参加する者は、抽選を行う

委員会の開会予定時刻の 30 分前から当該委

員会の開会予定時刻までの間、当該委員会以

外の委員会に係る同項ただし書の規定による

抽選に参加することができない。 

８ （略） 

 

（傍聴証の返還） 

第６条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終

えたときは、傍聴証を返還しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、定員に達した委

員会の傍聴証の交付を受けた者は、当該定員

に達した委員会が開催される日と同日に開催

される当該定員に達した委員会以外の委員会

の傍聴をしようとするときは、当該定員に達

した委員会の傍聴証を返還しなければならな

い。 

 



第１号様式（第４条第１項） 

 

 

第３号様式（第４条第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式（第４条第１項） 

 

 

第３号様式（第４条第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


